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告訴等の取扱要領の制定について（通達）

告訴又は告発（以下「告訴等」という ）の取扱いについては 「告訴等、事件相談。 、

及び事件投書の取扱要領の一部改正について（通達 （平成２５年３月２２日付け宮）」

本刑総第２６７号。以下「旧通達」という ）により行ってきたところであるが、こ。

の度、別添のとおり、告訴等の取扱要領を制定したので、事務処理上遺漏のないよう

にされたい。

なお、これに伴い、旧通達は廃止する。

記

１ 旧通達からの改正点

⑴ 相談手続の合理化を図るため、事件相談処理一覧表（別記様式第３号）及び

事件相談取扱簿（別記様式第４号）を廃止した。

⑵ その他文言の整理を行った。

２ 施行期日

令和４年５月１日



別添

告訴等の取扱要領

１ 趣旨

この要領は、告訴等（告訴又は告発をいう。以下同じ ）の受理段階における対。

応、処理段階における指揮等に関し、必要な事項を定めるものとする。

２ 準拠

告訴等の取扱いに関しては、刑事訴訟法（昭和２３年法律第１３１号）及び犯罪

捜査規範（昭和３２年国家公安委員会規則第２号）に定めるもののほか、この要領

の定めるところによる。

３ 体制

告訴等を適正かつ迅速に取り扱うため、警察本部で告訴等に係る事件を主管する

課（以下「本部事件主管課」という ）及び警察署（以下「警察署等」という ）に。 。

次の者を置く。

⑴ 受理・処理管理責任者

ア 警察署等に受理・処理管理責任者（以下「管理責任者」という ）を置き、。

警察署等の長をもって充てる。

イ 管理責任者は、告訴等に係る相談を受けた段階からその内容を把握し、適正

かつ迅速な受理及びその処理について全般的な指揮監督に当たり、その責に任

ずるものとする。

⑵ 受理・処理指導官

ア 本部事件主管課に受理・処理指導官（以下「指導官」という ）を置き、管。

理官若しくは次長又は管理責任者が指名する警視の階級にある警察官をもって

充てる。

イ 指導官は、所管に属する告訴等について、警察署における取扱状況を常に把

握するとともに、専門的かつ技術的な指導等を行うものとする。

⑶ 受理・処理担当責任者

ア 警察署等に受理・処理担当責任者（以下「担当責任者」という ）を置き、。

本部事件主管課にあっては管理責任者が指名する課長補佐を、警察署にあって

は告訴等に係る事件を主管する課（以下「警察署事件主管課」という ）の長。

をもって充てる。

イ 担当責任者は、管理責任者の指揮を受け、所管に属する告訴等の取扱いにつ

いて部下を指揮監督し、適正かつ迅速な受理及びその処理について、その責に

任ずるものとする。

４ 簿冊の備付け等

⑴ 簿冊の備付け

本部事件主管課及び警察署事件主管課に告訴・告発管理一覧表（別記様式第１

号）及び告訴・告発管理簿（別記様式第２号）の簿冊を備え付け、告訴等の取扱



状況を記録しておかなければならない。

⑵ 簿冊の分冊

告訴・告発管理簿の簿冊については、未処理事案、不受理とした事案又は検挙

若しくは送付した事件とに分冊するものとする。

５ 告訴等の取扱い

⑴ 告訴等の受理

告訴等の受理は、次に定めるところによるものとする。

ア 告訴等に係る相談を認知したときは、担当責任者に引き継ぐものとする。た

だし、担当責任者が不在のときは、本部事件主管課又は警察署事件主管課の他

の幹部が管理責任者に報告し、その指揮を受けた上で、これに当たるものとす

る。

イ 告訴等があったときは、これを受理しなければならない。ただし、次に掲げ

る事項に該当することが明らかなときは、この限りでない。

(ｱ) 告訴をする者が告訴権を有しないこと。

(ｲ) 申告された事実が犯罪を構成しないこと。

(ｳ) 申告された事実が特定されていないこと。

(ｴ) 処罰意思が表明されていないこと。

(ｵ) 公訴時効が完成していること。

(ｶ) 親告罪に関し同一事実に係る告訴が取り消された事実があること。

(ｷ) 告訴期間が定められている親告罪に関し告訴期間を経過していること。

(ｸ) 被告訴人又は被告発人が死亡していること。

(ｹ) 既に処分された事実を告訴等の事実とする告訴等であること。

ウ 申告された事実が不明確であるなどの理由により当該事実の特定が必要であ

ると認めるときは、告訴人若しくは告発人又はそれらの代理人（以下「告訴人

等」という｡）に事実の補正や疎明資料の提出を促すなど必要な措置を講ずる

ものとする。

エ 告訴状又は告発状（以下「告訴状等」という ）の受理を求められた場合に。

、 、おいて 当該告訴等を受理又は不受理とするのに検討を要すると認めるときは

、 。当該告訴状等の原本を受け取ることなく その写しの提出を求めるものとする

なお、告訴状等が一方的に送付されたときは、当該告訴状等を送付した者に

対し、担当責任者から指揮を受けた者が告訴状等を受領した事実を連絡すると

ともに、犯罪捜査規範で定める告訴等の受理を意味するものではないことを教

示し、事後の紛議及び誤解の防止に努めるものとする。

オ 警察署において告訴等に係る相談を受理したときは、告訴等として受理する

前に、その内容及び受理又は不受理の方針、認知時における適用罪名罰条、親

告罪適用有無等を告訴・告発管理簿に記載して、公訴時効年月日を確認し、そ

の写し等を本部事件主管課に送付するとともに、指導官の指導を受けた上で、

受理又は不受理を決定するものとする。



カ 告訴等を受理したときは、犯罪捜査規範第６２条の規定に基づく犯罪事件受

理簿及び告訴・告発管理簿に必要事項を記載し、その取扱いの経緯を明らかに

しておかなければならない。この場合において、警察署は、当該告訴・告発管

理簿の写しを本部事件主管課に送付するものとする。

キ 本部事件主管課において告訴等を受理した場合は､当該本部事件主管課で処

理するときを除き、速やかに関係警察署に移送するものとする。

ク 告訴等を受理しなかったときは、担当責任者は、告訴人等にその理由を説明

、 、するほか 他の救済方法等について教示するなど取扱いの適正を期すとともに

告訴・告発管理簿に当該不受理に関する事項を記載し、その取扱いの経緯を明

らかにしておかなければならない。この場合において、当該取扱いを警察署で

行ったときは、その経緯を本部事件主管課へ報告するほか、不受理に関する書

類の写しを送付するものとする。

⑵ 告訴等に係る事件の処理

告訴等に係る事件（以下「告訴等事件」という ）の処理は、次に定めるとこ。

ろによるものとする。

ア 担当責任者は、告訴等事件を処理するに当たっては、検察官と連絡を取るな

ど連携を密にし、適正な処理に努めなければならない。

イ 検察官へ送付する前に告訴等の取消しがあったときは、親告罪に係る犯罪に

、 、ついては直ちに捜査を取りやめ その他の犯罪については速やかに捜査を遂げ

検察官へ送付しなければならない。

ウ 告訴等の取消しを受理したときは、告訴・告発管理簿に当該取消しに関する

、 。 、事項を記載し その取扱いの経緯を明らかにしておかなければならない また

告訴等に係る捜査を行ったときは、その都度、管理責任者に当該捜査状況を報

告し、その確認を受けなければならない。

エ 警察署において告訴等の取消しを受理したときは、本部事件主管課へ前記ウ

に規定する記載事項を報告するほか、取消しに関する書類の写しを送付するも

のとする。

オ 警察署において被告訴人若しくは被告発人を検挙したとき、又は検挙に至ら

ない告訴等を検察官に送付したときは、告訴・告発管理簿の検挙（送付）欄に

記載し、本部事件主管課へ報告するほか、検挙報告又は検挙に至らない理由を

記載した捜査報告書の写し等を送付するものとする。

⑶ 告訴等の管理及び集約

ア 警察本部告訴・告発センターの管理及び集約

本部事件主管課は、告訴等の処理状況等を「宮城県警察告訴・告発センター

設置運営要綱の制定について（通達 （平成２５年３月２２日付け宮本刑総第）」

２６６号。以下「センター要綱」という ）で定める警察本部告訴・告発セン。

ター管理一覧に記載し、１月から６月までの分にあっては７月上旬まで、７月

から１２月までの分にあっては１月上旬までにセンター要綱で定める総括責任



者又は責任者に報告するものとする。この場合において、責任者は、報告を受

けた警察本部告訴・告発センター管理一覧を集約し、１月から６月までの分に

あっては７月中旬まで、７月から１２月までの分にあっては１月中旬までにセ

ンター要綱で定める総括責任者に報告するものとする。

イ 警察署告訴・告発センターの管理及び集約

警察署事件主管課は、告訴等の処理状況等をセンター要綱で定める警察署告

訴・告発センター管理一覧に記載し、１月から６月までの分にあっては７月上

旬まで、７月から１２月までの分にあっては１月上旬までにセンター要綱で定

める対応責任者に報告するものとする。この場合において、対応責任者は、警

察署内の警察署告訴・告発センター管理一覧を集約するものとする。

６ 人事異動等に伴う引継ぎ

人事異動等により未処理の告訴等事件を引き継ぐ場合は、関係書類、証拠物件、

資料等の所在を明確にし 「事務引継の実施要領について（通達 （平成１６年３、 ）」

月１２日付け宮本務第１５８号）に基づき、確実に引き継ぎ、担当責任者はその結

果を管理責任者に報告しなければならない。



別記様式第１号
告訴 告発管理一覧表・

受理年月日 告 訴 ( 発 ) 人
番号 認知年月日 罪 名 時効年月日 担 当 者 処 理 状 況

受理番号 被告訴(発)人



別記様式第２号
告 訴・告 発 管 理 簿

報告年月日 年 月 日 午前・後 時 分 報告担当者

年 月 日 午前・後 時 分 受領担当者本部受領年月日

取 扱 所 属 担当者 電話

事 件 名

認知年月日 年 月 日 午前・後 時 分
認知種別 書面（ 持参・ 郵送） 口頭 告訴（発）相談( )

告 訴 住居
人 職業

告 発 氏名 年 月 日生（ 歳）

代 理 人

被告訴 住居
人 職業

被告発 氏名 年 月 日生（ 歳）

事 件 概 要 別紙告訴（発）状等のとおり（ 措置方針 受理 不受理 ）

適 用 罪 名

認 罰 条

有（適用法令： 第 条 ） 無
知 親告罪適用有無

有（刑法第 条 ） 無
親族相盗例適用

時 （告訴人・被告訴人の関係： ）

公訴時効年月日 年 月 日

年 月 日 午前・後 時 分 担 当 者

受 理 番 号 年 第 号

受 理 適 用 罪 名

管 罰 条

公訴時効年月日 年 月 日

理 不受理 年 月 日 午前・後 時 分 担 当 者

理由 告訴権なし 犯罪構成せず 事実不特定 時効完成
処罰意思なし その他（ ）

状
取消し 年 月 日 午前・後 時 分 担 当 者

理由 処罰意思なし 示談成立和解 その他
況 内容 別紙取消書のとおり 別紙供述調書等のとおり

検 挙 年 月 日 午前・後 時 分
送付 拘束（ 逮捕） 不拘束 未検挙( )

経過 別紙検挙報告のとおり 別紙捜査報告書等のとおり

指導事項等

注１ 太枠線内を記入した上で本部報告すること。
２ 本部受領年月日は、報告を受けた本部事件主管課において記載すること。
３ すること。選択項目については、該当する□にレ印を記載



月 日 捜 査 の 経 過


